
仕　様　書 

 

１　件名　大分法務総合庁舎直焚吸収冷温水機オーバーホール作業  
２　概要　本作業は、大分法務総合庁舎内の直焚吸収冷温水機（以下、単に「冷温水機」と

いう。）が経年使用により性能が低下しているため、オーバーホール（分解、点検、

洗浄、劣化部品の交換及び再組立てにより機能を回復させる処置）を実施すること

により、装置本来の性能を発揮させることを目的に行う。  
 ３　履行場所　大分県大分市荷揚町７番５号　大分法務総合庁舎

４　履行期間　契約締結の翌日から令和８年６月３０日（火)  
５　作業仕様  
 (1)　対象機器　ＣＨ－ＭＧ１５０Ｈ（メーカー：矢崎総業株式会社）  
 (2)　整備内容  

 　　ア　真空系部品交換作業

   　イ　電装系部品交換作業

   　ウ　燃焼系部品交換作業

   　エ　溶接交換作業

 　　オ　溶接補助作業

   　カ　真空排気作業

 　　キ　溶液ろ過作業

 　　ク　溶液抜取投入作業

  　ケ　試運転・調整  
 (3)　共通仕様  
　　　本仕様書に記載のない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工

事標準仕様書（機械設備工事編、最新版）」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公

共建築工事標準仕様書（機械設備工事編、最新版）」による。  
 (4)　特記仕様  
　　ア　整備に使用する交換部品等は、全て新品とし、別紙に記載された製品若しくは別紙

 に記載された製品と同等以上の製品を使用すること。

　　イ　本作業の日程及び時間については、平日の８時３０分から１７時１５分までを原則

とするが、冷温水機の利用状況の関係から履行期間内の完了が難しい場合は、週休日

を当てることも差し支えない。ただし、その場合は、事前に担当職員と協議の上、承

諾を得ることとし、金額の増減及び工期の延長はしない。  
 　　ウ　機材、工器具の搬入及び搬出は指定された経路から行うこと。

　　エ　分解整備作業による周囲の汚損を防ぐため、作業開始前に機械周辺の床及び操作盤

 等に養生を行い、作業終了後に養生を撤去し清掃を行うこと。

　　オ　本作業による発生材又廃棄物は、関係法令等に従い受託者の責任で適切に廃棄する



こと。なお、廃棄に際して、関係法令により、関係官公署へ処分に係る書類の提出が

必要な場合は、請負者の責任で提出し、保管すべき書面を委託者に提出すること。  
　　カ　請負者は、本件作業内容の判断ができる技術力及び作業の総合的な技能を有する経

験者を本作業の作業員とすること（作業において、関係法令に基づく資格が必要な場

合は、当該資格を有すること。）。 

　　キ　施行前、作業中、作業完了後の写真（カラー）をアルバム等（Ａ４判）に施工箇所

 が分かるように整理の上、１部を完了報告書として委託者に提出すること。

　　ク　本件作業に当たっては、作業箇所の周辺は常に整理整頓を行い、作業箇所、その周

 辺にある備品等、既設構造物等及び職員の執務に支障のないよう注意すること。

　　ケ　作業用水及び軽微な作業用電力は、既存の施設のものを無償で利用できるものとす

 る。

　　コ　作業に当たっては、火災、盗難、その他職員、来庁者及び作業員の事故防止に注意

 すること。

　　サ　仕様書にない事項等により、仕様書に疑問が生じた場合は、担当職員と協議を行う

 こと。


